	(仮称)センコーグループ浦和物流センター計画
事後調査書（工事中及び存在・供用時）に対する意見書
令和　　年　　月　　日
　さいたま市長　　清水　勇人　　様

住所
                                　　　　氏名
                                 　　　　（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
　
さいたま市環境影響評価条例第３７条の規定により、標記事後調査書に関し意見書を提出します。


	【環境の保全の見地からの意見】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





(仮称)センコーグループ浦和物流センター計画
事後調査書（工事中及び存在・供用時）に対する意見書の記載・提出について

環境保全の見地から意見のある方は、どなたでもさいたま市長に対し、事後調査書の内容について、意見書により意見を述べることができます。

１　記載方法
(1)意見書には、事後調査書について環境の保全の見地からの意見（意見の理由も含む）を日本語で簡潔に記述してください。
(2)意見書には、必ず住所・氏名をお書きください。
(3)住所、氏名、対象事業の名称を記入してあれば、任意の用紙でも結構です。

２　提出方法
(1)意見書の提出期限は、令和8年8月7日（金）必着（郵送は当日消印有効）です。
(2)郵送又メールのいずれかによりさいたま市あてにご提出ください。
郵送　〒330-9588 
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所　環境局 環境共生部 環境対策課 環境審査係
メールアドレス　kankyo-taisaku@city.saitama.lg.jp

３　環境影響評価に関するお問合せ先
さいたま市環境局 環境共生部 環境対策課 環境審査係
TEL　048-829-1332　　FAX　048-829-1991

４　その他
　　さいたま市のホームページ(https://www.city.saitama.lg.jp/001/009/007/p128195.html)でもご覧になれます。
さいたま市トップページ　＞　暮らし・手続き　＞　環境保全　＞　環境影響評価（環境アセスメント）
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